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県西地域における公立２病院をはじめとした 

医療機関の病床機能の分化・連携の一層の推進について(案) 

 

１ 背景 

○ 県西地域は、丹沢、箱根を背景に酒匂川から相模湾に至る豊かな自然を

背景に歴史や文化などの地域資源に恵まれ、一体的な生活圏を形成してき

た地域である。 

○ 面積が635.29㎢と県内最大の地域であり、地勢的に広範囲の医療を担う

必要がある中で、人口密度は１㎢あたり531人と相対的に低い。 

○ 人口減少が著しい一方、高齢者人口の増加が続くことから、地域の基幹

病院である公立２病院をはじめ民間医療機関も含めた病床機能分化・連携

による地域の医療資源の効率的な活用と連携、在宅医療の充実等が課題

である。 

○ 特に地域の基幹病院である公立２病院については、県立足柄上病院が病

院機構第三期中期目標の達成、小田原市立病院の建替えという課題をそれ

ぞれ抱えている。 

○ こうした課題の解決を図る際、地域の基幹病院である点を踏まえ、２病

院の機能分化・連携だけでなく、今後の県西地域全体の医療提供体制の在

り方等を含め、行政や地域の医療関係者も交えた議論を行うため、「足柄

上病院と小田原市立病院の機能・連携方策に係る意見交換会」を設置した。 

 ○ さらに、10月26日には、２病院の連携をより強化するため、小田原市・

神奈川県・神奈川県立病院機構の３者による基本協定を締結した。 

 

２ 意見交換会における議論の概要 ※詳細は別紙（資料2-2）を参照 

月日 出席者 テーマ 主な意見 

8/6 

(木) 

 ２病院、機構本部 

 県、２市８町副町長 

 関係団体 会長 

 公立２病院の機能と

連携の方向性につい

て 

 救急、災害は両病院で機能強

化が必要 

 ２病院が共に全ての機能を持

つ必要はなく、しっかりと機

能分化・連携をして欲しい。 

 地域包括ケアシステムの構築

に関し、民間病院とどう連携 

9/4 

(金) 

 ２病院、機構本部、

県、市担当者 

 公立２病院の機能と

連携について 

資料 ２－１ 
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10/6 

(火) 

 ２病院、機構本部 

 ２市８町、県担当者 

 

 ２病院の連携・協力 

 市町の取組みとの連

携について 

するのか議論の深化が必要 

 災害、感染症に備えた病床規

模が公立２病院に必要であ

り、将来の需要も見据えた病

床規模の議論は、今後も継続

していく必要がある。 

10/20 

(火) 

 ２病院、機構本部 

 関係団体 会長等 

 県担当者 

 2病院の連携・協力 

 

 

３ 公立２病院に必要な機能等 

(1) ２病院がともに機能を有しかつ連携が必要なもの 

   救急医療をはじめとした高度急性期・急性期機能（小田原市立病院にあ

っては三次救急機能（救命救急センター）の充実、県立足柄上病院にあっ

ては二次救急機能の強化）、急性心筋梗塞や脳卒中などの主要な疾患等に

対応した機能、感染症・災害等の危機管理機能及び地域医療を支援する機

能については、２病院が共に機能強化・連携を図る必要がある。 

 

(2) ２病院間で機能集約が必要なもの 

  がん放射線治療等は、医療資源の有効活用の観点から、小田原市立病院

に集約化を図る。 

 

 (3) 地域包括ケアシステムの構築について 

   小田原市立病院と県立足柄上病院は、地域医療支援病院（足柄上病院は

申請中）として、地域の医療機関との連携を推進し、県立足柄上病院は、

構想区域内の回復期機能を担う医療機関との連携による回復期機能の充実

を図る必要がある。 

 

(4) ２病院の病床規模について 

   今後の入院医療や在宅医療等の医療需要に対応し、地域完結型の医療提

供体制を確保していくため、地域の医療機関と連携し、地域の基幹病院と

して機能できる病床規模が必要となる。 
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４ 小田原市立病院新病院建設の概要 

(1) 新病院の規模、機能等 

項 目 新 病 院 現 病 院 

延 べ 面 積 約40,000㎡ 23,562㎡ 

構 造 免震構造 耐震構造 

充実させる 

診 療 機 能 

①（仮称）地域連携・患者支援ｾﾝﾀｰの設置 

…地域医療連携・患者支援の強化  

②救命救急ｾﾝﾀｰ … ヘリポートの設置や一般撮影、CT装置 

③手術室の拡充 … 手術室の増室 

④集中治療ﾕﾆｯﾄ … ICU、CCU、SCU等の集中治療室の増床等 

病 床 数 400床程度 417床 

病 室 面 積 

（多床室） 
8.0㎡以上／床 5.3～6.0㎡／床 

駐 車 場 

（医師含む） 
300～400台 368台 

(2) 新病院建設のスケジュール 

   令和２年度中   基本計画の策定 

   令和３～５年度  基本設計、実施設計、建設に着手 

   令和８年度    開院 

   令和10年度     グランドオープン 

 

５ 県立足柄上病院の今後の方針 

 ○ 県西地域の基幹病院として、救急医療の提供や回復期機能の充実、総合

診療科の取組み等を生かした医療提供体制の充実に努める。 

 ○ 在宅療養後方支援病院として、地域包括ケアシステムを支えるとともに、 

地域医療支援病院の承認を目指し、地域医療機関との連携を一層進める。 

 ○ 施設の老朽化が著しいことから、災害・感染対策における課題も踏まえ

た病院機能の強化と併せて、再整備の検討を行う。 

 

 

 



4 

 

６ 地域医療介護総合確保基金の活用について 

 (1) 活用の前提 

   地域医療介護総合確保基金（以下「基金」という。）の対象は、地域

医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業等

となっている。 

地域医療構想の達成は、地域全体で取り組むものであるため、地域の

医療関係者等の理解が得られ、地域医療構想調整会議での協議が整った

場合には、国とも必要な調整を図ったうえで基金の活用が可能となる。 

(2) 基金の活用について【協議いただく事項】 

来年度の基金計画を策定するに当たり、小田原市から新病院建設に当た

って、基金活用の意向が示された。 

県では、２病院の意見交換会での議論も踏まえ、今回の小田原市立病院  

の再整備は、地域の基幹病院としての機能強化のみならず、県立足柄上病

院、更には他の医療機関との「病床機能の分化・連携」が進み、在宅医療

の充実が図られるなど、県西地域全体の将来の医療・介護ニーズに応じ

た医療提供体制の強化につながると認められることから、地域医療構想

の実現に資する機能の強化に係る部分に基金を活用することが妥当と考

えるが、本会議において基金活用についてご意見を伺う。 

 

７ 今後の進め方について 

   項目３の「公立２病院に必要な機能等」について、診療機能の具体的な

内容や進め方については、引き続き、行政や医療関係者からの意見を伺い

ながら、調整していく。 

 

８ 今後のスケジュール 

  ３月  保健医療計画推進会議へ報告 

４月～ 国とのヒアリング開始予定 


